
I
F
R
S
の
視
点

二
〇
〇
七
年
八
月
、
日
本
会
計
基
準
委
員
会
と
国

際
会
計
基
準
審
議
会（
I
A
S
B
）の
間
で
、
日
本
の
会
計

基
準
と
I
F
R
S
の
間
の
大
き
な
差
異
を
二
〇
一
一
年

六
月
ま
で
に
な
く
そ
う
と
い
う
合
意（
東
京
合
意
）が
な

さ
れ
た
。
こ
れ
以
降
、
二
〇
一
一
年
に
向
け
て
、
日
本
の

会
計
基
準
が
細
か
く
変
化
し
て
い
る
が
、
二
〇
一
一
年

ま
で
に
新
設
さ
れ
る
I
F
R
S
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
可
能
性
が
非
常
に
高
く
な
っ
て
い
る
。

会
計
処
理
や
技
法
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
日
本
基
準
を

理
解
し
て
い
れ
ば
、
I
F
R
S
の
大
部
分
の
理
解
は
困
難

で
は
な
い
。
二
〇
〇
八
年
十
二
月
、
E
U
は「
日
本
基
準

は
I
F
R
S
と
同
等
」と
評
価
し
た
し
、
日
本
基
準
と
I

F
R
S
の
差
異
は
縮
小
す
る
傾
向
に
あ
る
。

で
は
、
何
が
違
う
の
か
。
最
大
の
違
い
は
、「
会
計
基
準

を
つ
く
る
視
点
」に
あ
る
。
I
F
R
S
は
財
務
諸
表
の
利

用
者（
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
）、つ
ま
り
株
主
や
投

資
家
、
債
権
者
と
い
っ
た
利
害
関
係
者
の
経
済
的
意
思

決
定
を
助
け
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
I
F
R
S
の
ベ
ー
ス
に
は
、
原
則
主
義
の
考
え
方
が

大
き
く
横
た
わ
る
。

そ
う
し
た
I
F
R
S
の
視
点
や
ベ
ー
ス
に
あ
る
考
え
方

を
理
解
し
て
い
け
ば
、
I
F
R
S
導
入
は
日
本
企
業
に
と

っ
て
、
決
し
て
難
し
い
も
の
で
は
な
い
。
実
務
家
の
方
々
に

は
、
ま
ず
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

I
F
R
S
を
決
め
る
I
A
S
B
と
い
う
組
織

ま
ず
I
F
R
S
を
検
討
し
て
い
る
、
I
A
S
B
と
い
う
組

織
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。

I
A
S
B
は
二
〇
〇
一
年
四
月
に
設
立
。
現
在
、
一
四

名
の
ボ
ー
ド
メ
ン
バ
ー（
理
事
）か
ら
な
り
、
こ
の
う
ち
九
名

以
上
の
賛
成
に
よ
っ
て
、
公
開
草
案
や
最
終
的
な
I
F
R

S
が
決
定
さ
れ
る
。
二

〇
一
二
年
を
め
ど
に
メ

ン
バ
ー
二
名
の
増
員
が
決

ま
り
、
地
域
割
り（
北
米
、

欧
州
、ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ

ア
各
四
、
ア
フ
リ
カ
、
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
各
一
）も

行
わ
れ
た
。
残
り
二
名

の
割
り
当
て
は
決
ま
っ
て

お
ら
ず
、
一
名
を
日
本

か
ら
出
す
べ
く
鋭
意
努

力
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

I
F
R
S
対
応
を
行
う

と
き
注
視
す
べ
き
重
要
な
組
織
に
、
国
際
財
務
報
告
解

釈
指
針
委
員
会（
I
F
R
I
C
）が
あ
る
。”解
釈
指
針
“に

は
”基
準
“
と
同
様
の
権
威
が
あ
る
。
I
F
R
I
C
は
、
I

F
R
S
を
適
用
す
る
際
に
生
じ
る
文
言
を
巡
る
疑
問
に

つ
い
て
解
釈
を
行
う
と
と
も
に
、
I
F
R
S
に
規
定
が
な

い
会
計
上
の
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
あ
ら
た
に
取

り
扱
い
を
決
定（
新
会
計
基
準
の
作
成
）す
る
機
能
を
持

つ
。
解
釈
指
針
の
決
定
権
は
I
A
S
B
が
有
し
、
各
国
に

お
け
る
ロ
ー
カ
ル
な
I
F
R
S
の
解
釈
指
針
の
公
表
は
認

め
ら
れ
て
い
な
い
。

CFO FORUM●12

日
本
企
業
に
求
め
ら
れ
る
I
F
R
S

（
国
際
財
務
報
告
基
準
）へ
の
対
応

第
6
回
F
A
S
S
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
講
演
録
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会
計
基
準
統
合
化
へ
の
動
き

こ
こ
で
I
F
R
S
を
巡
る
国
際
動
向
を
概
観
し
て

お
く
。
二
〇
〇
五
年
一
月
以
降
、
E
U
で
の
連
結
財
務

諸
表
へ
の
I
F
R
S
の
強
制
適
用（
約
八
〇
〇
〇
社
に
影

響
）に
始
ま
っ
た
I
F
R
S
準
拠
の
流
れ
は
、
二
〇
〇
七
年

の
東
京
合
意
、
同
年
十
一
月
米
証
券
取
引
委
員
会（
S

E
C
）に
よ
る
外
国
企
業
の
I
F
R
S
適
用
を
容
認
、
そ

し
て
二
〇
〇
八
年
八
月
S
E
C
が
I
F
R
S
ア
ド
プ
シ
ョ
ン

（
採
用
）を
決
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
挙
に
加
速
。
二

〇
一
六
年
以
降
は
米
国
に
上
場
す
る
す
べ
て
の
企
業
に

I
F
R
S
を
強
制
適
用
す
る
と
い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
発

表
さ
れ
た（
最
終
決
定
は
二
〇
一
一
年
）。

こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
、
二
〇
〇
八
年
一
月
金
融

庁
企
業
会
計
審
議
会
は
、
上
場
企
業
に
対
し
て
二
〇
一

〇
年
三
月
期
か
ら
の
I
F
R
S
の
任
意
適
用
と
二
〇
一

五
年
か
ら
の
強
制
適
用（
決
定
は
二
〇
一
二
年
）を
内
容

と
す
る
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
示
す
に
至
る
。
日
本
も
ア
メ
リ
カ

同
様
、
I
F
R
S
の
ア
ド
プ
シ
ョ
ン（
採
用
）へ
と
大
き
く
舵

を
切
っ
た
の
だ
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
日
本
企
業
、
と
り
わ
け
経
理
・

財
務
の
現
場
に
い
る
方
々
に
と
っ
て
、
二
〇
一
五
〜
六
年
に

向
け
て
の
I
F
R
S
対
応
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
財
務
諸
表
の
表
示
」が
大
き
く
変
わ
る

そ
れ
で
は
、
今
後
ど
の
よ
う
な
会
計
基
準
の
変
更
が

起
こ
り
え
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
言

及
し
て
お
こ
う
。

●
一
体
性
の
原
則

ま
ず
、「
財
務
諸
表
の
表
示
」が
大
き
く
変
わ
る
。「
財

政
状
態
計
算
書
」（
B
／
S
）、「
包
括
利
益
計
算
書
」

（
P
／
L
の
拡
大
版
）、「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算
書
」の
三

つ
の
財
務
諸
表
を
、
串
刺
し
す
る
よ
う
に
区
分
を「
事
業

（business

）」と「
財
務（financing

）」で
統
一
。「
事
業
」

に
は
企
業
の
行
う
す
べ
て
の
事
業
活
動
が
区
分
さ
れ
、

「
財
務
」に
は
企
業
の
資
金
調
達
活
動
の
う
ち
借
入
金
や

社
債
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る「
ラ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
」に
当
た
る
も

の
が
区
分
さ
れ
る
。

●
B
／
S
の
表
示

た
と
え
ば「
財
政
状
態
計
算
書
」で
言
え
ば
、「
事
業

（
営
業
資
産
お
よ
び
負
債
、
投
資
資
産
お
よ
び
負
債
）」、

「
財
務（
財
務
資
産
、
財
務
負
債
）」に
区
分
さ
れ
、
法
人

所
得
税
と
い
う
区
分
が
入
り
、
資
本（
エ
ク
イ
テ
ィ
）が「
所

有
者
持
分
」と
し
て
区
分
さ
れ
る
。
事
業
の
区
分
の
中
に

「
営
業
資
産
お
よ
び
負
債
」と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
ネ

ッ
ト
表
示
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
今
回
の
変
更
の
大
き
な
特

徴
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
の
財
務
諸
表
で
は
提

供
さ
れ
な
か
っ
た
、
た
と
え
ば「
営
業
活
動
に
拘
束
さ
れ

て
い
る
ネ
ッ
ト
の
資
産（
正
味
資
産
）」が
表
示
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
だ
。

問
わ
れ
る
経
営
者
の
視
点

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
何
を「
営
業
資
産
」と
し
、
何
を

「
投
資
資
産
」と
す
る
か
は
経
営
者
の
判
断
に
よ
る（
会

計
方
針
と
し
て
決
定
）と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

関
連
会
社
へ
の
投
資
に
つ
い
て
、
た
だ
配
当
を
も
ら
う
だ

け
で
あ
れ
ば「
投
資
資
産
」に
入
れ
れ
ば
よ
い
。
つ
ま
り
、

「
営
業
資
産
」「
投
資
資
産
」の
区
分
は
経
営
者
が
行
っ
て

よ
い
の
で
あ
る
。
経
営
者
が
そ
の
投
資
を
ど
う
見
て
い
る

か
、
重
要
な
の
は
そ
の
点
な
の
だ
。
当
然
、
毎
期
変
更
さ

れ
て
は
困
る
の
で
、
環
境
が
変
わ
ら
な
い
限
り
同
じ
表
示

を
続
け
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
こ
う
し

た
表
示
に
な
る
と
従
来
の「
総
資
産
」や「
総
負
債
」は
、

財
務
諸
表
の
本
表
で
は
つ
か
め
な
い
。
そ
う
し
た
情
報
は
、

財
務
諸
表
の
注
記
で
表
示
す
る
。

●
P
／
L
の
表
示

「
包
括
利
益
計
算
書
」に
つ
い
て
は
、
今
の
P
／
L
と
ほ

と
ん
ど
変
わ
り
な
い
。
こ
れ
も
、「
事
業（
営
業
収
益
お
よ

び
費
用
、
投
資
収
益
お
よ
び
費
用
）」と「
財
務（
財
務
資

産
収
益
、
財
務
負
債
費
用
）」に
区
分
さ
れ
、
法
人
所
得

税（
事
業
お
よ
び
財
務
に
か
か
わ
る
も
の
）の
次
に「
当
期

利
益
」が
入
り
、
そ
の
下
に「
包
括
利
益
」が
く
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
従
来
ど
お
り
の「
益
出
し
」が
可
能
に
な
る
。

●
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算
書
の
表
示

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算
書
に
つ
い
て
は
、
注
意
ポ
イ
ン
ト

が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
の
概
念
は「
現
金
」だ

け
に
な
る
。
従
来
の「
現
金
同
等
物
」と
い
う
概
念
は
な

く
な
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
も
う
一
つ
、
従
来
、
間
接
法

で
作
成
さ
れ
て
い
た「
営
業
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
」に
つ
い
て
、

直
接
法
で
作
成
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
。
当
然
、
直

接
キ
ャ
ッ
シ
ュ
の
動
き
で
把
握
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
の

で
、「
簡
便
法
」と
呼
ば
れ
る
方
法
を
と
る
。

直
接
法
へ
の
変
更
に
つ
い
て
は
実
務
家
の
方
々
か
ら
異

論
が
多
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
な
ぜ
、
直
接
法
が
必
要
な

の
か
と
言
え
ば
、
理
由
は「
投
資
家
か
ら
の
要
請
」に
あ

る
。
ア
ナ
リ
ス
ト
を
中
心
と
し
た
投
資
家
が
求
め
て
い
る

の
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算
書
と
包
括
利
益
計
算
書

と
の
差
異
の
説
明
で
あ
る
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算
書
の

項
目
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
現
金
が
構
成
要
素
と
な

っ
て
い
る
。
一
方
、
包
括
利
益
計
算
書
の
項
目
は
発
生
主

13●CFO FORUM
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義
で
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
差
異
を
注
記
で
説
明
し
て

い
く
た
め
に
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算
書
の
数
字
は
、

何
ら
か
の
形
で
直
接
つ
か
ん
だ
数
字
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
。

こ
の「
財
務
諸
表
の
表
示
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、

現
状
で
は
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
の
段
階
で
あ
る
が
、

二
〇
一
一
年
六
月
の
完
成
を
目
指
し
て
い
る
。
先
の
東

京
合
意
に
よ
れ
ば
基
準
の
発
効
日
（
完
成
の
ほ
ぼ
一

年
後
）ま
で
に
、
日
本
基
準
を
I
F
R
S
の
基
準
に
移
し

替
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
日
本
企
業
の
I
F

R
S
適
用
の
時
期
は
、
二
〇
一
三
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
る
基
準

他
に
も
二
〇
一
一
年
ま
で
に
完
成
す
べ
く
、
複
数
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
行
し
て
い
る
。

「
収
益
認
識
」は
、
基
本
的
に「
顧
客
対
価
ア
プ
ロ
ー
チ
」

を
ベ
ー
ス
と
し
て
収
益
認
識
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
測
定
の
問

題
を
扱
う
。こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
さ
れ
る
と
、一
点
、

日
本
の
処
理
と
異
な
る
部
分
が
で
て
く
る
。

た
と
え
ば
、
製
品
保
証
付
き
で
テ
レ
ビ
を
売
っ
た
と
す

る
。
本
体
は
八
〇
〇
円
、
二
年
間
の
商
品
保
証
部
分
が

二
〇
〇
円
。
現
在
の
売
上
の
認
識
で
は
、
テ
レ
ビ
を
渡
し

た
と
き
に
一
〇
〇
〇
円
の
売
上
を
上
げ
て
、
二
〇
〇
円
の

製
品
保
証
引
当
金
を
積
む
と
い
う
処
理
と
な
る
。

新
し
い
考
え
方
で
は
、
顧
客
と
の
契
約
に
よ
っ
て
、テ
レ

ビ
と
い
う
物
と
製
品
保
証
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
と
い
う
契
約
を
結
ん
だ
と
考
え
る
。
物
と
サ
ー
ビ
ス
と

い
う
二
つ
の
債
務
が
あ
る
わ
け
だ
。
こ
の
う
ち
、
物
は
引

き
渡
し
て
し
ま
え
ば
完
了
す
る
。
そ
こ
で
、
引
き
渡
し
た

物
に
関
す
る
債
務
つ
ま
り
、
八
〇
〇
円
だ
け
の
売
上
が

認
識
さ
れ
る
。
で
は
、
残
り
の
二
〇
〇
円
は
ど
う
考
え

る
か
。
製
品
保
証
は「
故
障
が
あ
れ
ば
修
理
し
ま
す
」と
、

二
年
間
に
わ
た
っ
て
待
機
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
時
の
経

過
と
と
も
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
一
年
経
過
後
に
一
〇
〇
円
の
売
上
を
上
げ
る
。

翌
年
分
の
一
〇
〇
円
は
ま
だ
債
務
が
残
っ
て
い
る
の
で
、

負
債
に
残
る
。
残
り
の
一
〇
〇
円
が
売
上
と
な
る
の
は
、

二
年
経
過
し
て
保
証
期
間
が
終
わ
っ
た
時
点
で
あ
る
。

「
連
結
方
針
」は
、
連
結
の
範
囲
を
定
め
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
あ
る
。
特
に
証
券
化
で
よ
く
使
わ
れ
た
S
P
C（
特

別
目
的
会
社
）も
含
め
て
支
配
概
念
で
と
ら
え
よ
う
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
に
緊
急
に
対
応

す
る
開
示（
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
企
業
に
対
し
て
報
告
企
業
が

有
す
る
重
要
な
関
与
の
状
況
の
開
示
）の
強
化
を
目
指

し
、
二
〇
〇
八
年
十
一
月
、
公
開
草
案
を
公
表
。
少
々

過
剰
な
公
開
で
は
あ
る
が
、
金
融
危
機
を
受
け
た
対
応

と
し
て
提
案
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
退
職
給
付
」に
つ
い
て
は
、「
数
理
計
算
上
の
差
異
の

P
L
で
の
即
時
認
識
」が
、
二
〇
〇
九
年
一
月
に
暫
定
で

は
あ
る
が
決
ま
っ
た
ば
か
り
だ
。
今
の
日
本
の
基
準
で
は
、

給
付
建
年
金
の
数
理
計
算
上
の
差
異
は
、
残
存
平
均
勤

続
年
数
で
償
却
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
な

く
な
っ
て
、
す
べ
て
P
L
の
当
期
利
益
に
ヒ
ッ
ト
す
る
の
で
、

損
益
へ
の
影
響
が
極
め
て
大
き
く
な
る
。

「
リ
ー
ス
会
計
基
準
」に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
一
年
ま
で

に
借
り
手
の
会
計
処
理
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
が
、
貸
し
手
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
も
手
を
つ
け
る
よ

う
に
検
討
の
範
囲
が
拡
大
し
た
。
リ
ー
ス
会
計
の
ポ
イ
ン

ト
は
、フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
と
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー

ス
の
区
分
を
な
く
し
、
リ
ー
ス
の
本
質
は「
利
用
権
」（
無

形
資
産
）に
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
利
用
権
の

現
在
価
値
を
資
産
と
し
て
上
げ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
賃

借
料
の
支
払
債
務
を
負
債
と
し
て
認
識
す
る
。
そ
う

し
た
両
建
て
表
示
を
現
在
検
討
中
だ
。
そ
う
す
れ
ば
、

航
空
会
社
の
B
／
S
に
航
空
機
が
一
機
も
計
上
さ
れ
な

い
と
い
う
よ
う
な
現
状
の
不
適
切
さ
は
解
消
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
現
在
、
多
く
の
金
融
商
品
が
あ
る
中
で
、

「
資
本
と
負
債
の
区
分
」が
難
し
い
も
の
が
あ
り
、
こ
の
見

直
し
が
進
ん
で
い
る
。
考
え
方
の
本
質
は
、「
現
在
の
株
主

と
の
取
引
に
か
か
わ
る
も
の
」＝「
資
本
」と
認
識
、「
そ
れ

以
外
の
も
の
」＝「
負
債
」と
認
識
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
の
考
え
方
で
い
け
ば
、
ワ
ラ
ン
ト
債
の
ワ
ラ
ン
ト
は
、
お

そ
ら
く「
負
債
」と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
取
引
は
現

在
の
株
主
と
の
取
引
で
は
な
く
、
将
来
株
主
に
な
り
た

い
人
と
の
取
引
だ
か
ら
だ
。
こ
の
延
長
線
上
に
、
さ
ら
に

や
っ
か
い
な
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ

ョ
ン
は
現
在
、
資
本
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
負
債

と
し
て
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
I
F
R
S
は
原
則
ベ
ー
ス
の
会

計
基
準
で
あ
り
、
我
々
は
細
か
い
ル
ー
ル
を
決
め
る
の
で
は

な
く
原
則
を
明
確
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
リ
ー
ス
を

「
利
用
権
」と
考
え
よ
う
と
す
る
の
も
、
現
在
の
株
主
と

の
取
引
以
外
は「
負
債
」と
捉
え
る
考
え
方
も
、
一
つ
の

原
則
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
企
業
に
大
き
く
影
響
す
る
今
後
の
I
F
R
S
の

動
き
を
二
〇
一
一
年
の
完
成
ま
で
ご
注
目
い
た
だ
き
た

い
。
見
直
さ
れ
た
基
準
は
数
年
後
に
は
日
本
に
影
響

す
る
か
ら
で
あ
る
。

※
本
稿
は
、
二
〇
〇
九
年
二
月
一
〇
日
開
催
の「
第
6
回
F
A
S
S
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ジ
ャ

パ
ン
」の
講
演
内
容
を
編
集
部
に
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。


